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○ 事業別一覧（4～7頁）は、各事業ごとの事業概要をまとめたものです。

○ 主要課題ごとのまとめ（8頁）は、成果指標に係るe-モニターアンケートの結果、及び、
対前年度上昇率を掲載しています。

○ 9～22頁は、各事業ごとの実績報告書です。

○ 所管課自己評価について
進行管理事業について、目標数値とその実績から4段階で評価しています。

□ ：　十分達成できた
□ ：　概ね達成できた
□ ：　やや不十分だった
□ ：　不十分だった

※上昇率（％） ＝
今年度数値　－　前年度数値

前年度数値
　×100

∞年次報告に関する説明∞

　本報告は、 市川市男女共同参画基本計画に基づく「第8次実施計画」の一部分である「第5次ＤＶ防止
実施計画｣に記載されている進行管理事業について、市川市男女共同参画社会基本条例第9条第1項に定
める令和5年度の進捗状況を表した「年次報告書」です。
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第５次ＤＶ防止実施計画の体系図

Ｄ

Ｖ

の

根

絶

ＤＶを許さない社会づくり

基本目標基本理念 取組の方向 事 業

安全で安心できる

相談体制の充実

実効性のある

自立支援の充実

DV根絶の推進体制

基本目標 Ⅰ

基本目標 Ⅱ

基本目標 Ⅲ

基本目標 Ⅳ

２ ＤＶ予防教育の推進

１．相談窓口の周知活動
２．ＤＶ根絶強化月間における啓発活動

３．人権擁護委員との協働した人権教室及び
人権講演会の実施

４．学校におけるデートＤＶ、ストーカーの予防啓発

５．関係部署に向けた情報発信
６．教育現場の職員に向けた情報発信
７．通報への的確な対応

１３．DV相談担当職員のスキルアップのための
研修への参加

１４．DV相談担当職員の相談対応力向上のための
研修の実施

２４．家庭等における暴力等対策ネットワーク会議の実施
２５．ＤＶ被害者の保護及び支援に関する会議の実施
２６．個別ケース検討会議の実施
２７．支援団体との連携
２８．DVと児童虐待の関連に関する認知度を高めるための

協働・連携

２１．子どもの心のケア・発達支援のための関係部署・
関係機関との連携

２２．学校関係部署との連携
２３．保育関係部署との連携

１５．生活再建に必要なＤＶ相談証明書の発行
１６．就労支援に関するセミナー等の実施
１７．施設等退所後に居住する自治体等への情報提供
１８．保護命令申立て時における書類作成に関した助言・支援
１９．訪問面接の実施
２０．同行支援の実施

８．支援体制強化のための相談経過記録の作成
９．女性弁護士による無料法律相談の実施

１０．相談員ケース検討会議の実施

重点

１１．警察との連携
１２．緊急一時保護の実施

重点

重点

重点

８ 子どもに関する支援

９ 関係機関・関係部署との連携

７ 被害者の生活再建支援

６ 職務関係者の資質向上

５ 被害者の安全確保

４ 相談業務体制の充実

３ ＤＶ被害者の発見

１ ＤＶ防止の啓発

重点

3



■事業別一覧

1

2

3

4

5

6

7
市民や医療機関、警察等からの通報に対しては、ＤＶ被害者が加害者に知られることなく、安全に相談できるように通報者
と連携するとともに、その状況が緊急または重篤である場合には、医療機関、警察等に出向き、相談を実施し、ＤＶ被害者
の早期発見に努めます。

通報への的確な対応

教育現場の職員に向けた情報発信
教育現場でＤＶ被害者を発見した場合、速やかに相談窓口を案内できるよう小中学校、幼稚園、保育園の職員に向けて「Ｄ
Ｖとは何か」、「被害者を発見したときの対応方法」などがわかるような啓発を実施します。

事業名 事業概要

ＤＶ根絶強化月間における啓発活
動

本市は、内閣府が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」に併せた取組として、毎年１１月をＤＶ根絶強化月間と位置
づけ、子育て世代やＤＶについての認識が薄いシニア世代など、様々な世代に向けて講座の開催等によりＤＶ防止の啓発を
行います。

[重点]
相談窓口の周知活動

相談窓口の周知のため、案内チラシやカードを関係部署の窓口に配布します。また、外国人への周知として、５ヶ国語（英
語・中国語・スペイン語・ベトナム語・韓国語）に対応した案内チラシカードを配布します。

 取組の方向１　ＤＶ防止の啓発

№

 基本目標Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり

 取組の方向２　ＤＶ予防教室の推進

 取組の方向３　ＤＶ被害者の発見

学校におけるデートＤＶ、ストー
カーの予防啓発

教育委員会や学校と連携し、学校の教職員や生徒を対象に、デートＤＶやストーカーの予防啓発に取り組みます。

人権擁護委員と協働した人権教室
及び人権講演会の実施

人権擁護委員と協働し、小学生（市立小学校３９校）を対象に人権教室を毎年３９校、中学生（市立中学校１６校）を対象
に人権講演会を毎年５校行います。

関係部署に向けた情報発信
市役所内の窓口でＤＶ被害者を発見した場合、速やかに相談窓口を案内できるよう、職員に向けて「ＤＶとは何か」、「被
害者を発見したときの対応方法」などがわかるような啓発を実施します。
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事業名 事業概要№

8

9

10

11

12

13

14

ＤＶ相談担当職員のスキルアップ
のための研修への参加

相談にきめ細やかに対応するため知識の習得、潜在している危険性を見抜く力、各種法的制度の理解など、ＤＶ相談担当職
員が国や県等が主催する研修会に積極的に参加し、スキルアップを図ります。
※国が実施する研修や、千葉県が実施する研修への継続的な参加を目標としています。

安全確保の緊急対応が必要な場合は、一時保護施設等に依頼し、ＤＶ被害者及び同伴する子どもを一時保護します。緊急一時保護の実施

ＤＶ相談担当職員の相談対応力の
向上のための研修の実施

相談における基本的態度や心得、困難事例への対応方法、ＤＶ相談担当職員のセルフケアなど、ＤＶ相談担当職員の状況に
合わせた研修を実施します。

警察との連携
加害者から追及される危険性が高いＤＶ被害者及び同伴する子どもについて、警察と緊密に連携をとりながら安全確保を図
ります。

[重点]
支援体制強化のための相談経過記
録の作成

状況に配慮した相談を実施するため、相談経過記録を作成します。記録を用いて、女性相談員やＤＶ担当職員が相談者に関
する情報や支援方法を共有し、支援体制を強化します。

[重点]
相談員ケース検討会議の実施

支援が困難なケースや危険度の高いケース等の情報共有および支援方法の検討を行い、相談体制の強化を図ります。

女性弁護士による無料法律相談の
実施

離婚や調停など法的支援についての助言が必要な場合には、女性弁護士が無料法律相談を実施します。

 基本目標Ⅱ　安全で安心できる相談体制の充実

 取組の方向４　相談業務体制の充実

 取組の方向５　被害者の安全確保

 取組の方向６　職務関係者の資質向上
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事業名 事業概要№

15

16

17

18

19

20

21

22

23

同行支援の実施
ＤＶ被害者及び同伴者に必要な病院の受診や母子生活支援施設の見学、施設入所のための面接など日常生活や生活再建に必
要な同行支援を行います。

訪問面接の実施
ＤＶ被害者の状況に応じて、女性相談員またはＤＶ担当職員が訪問面接し、ＤＶ被害者の心情整理や自立に向けた支援を行
います。

保護命令申立てにおける書類作成
に関した助言・支援

保護命令の申立てや申立書の記載方法についての助言や支援を行います。

保育関係部署との連携
ＤＶ被害者が生活再建のため、就労できるよう、必要に応じてＤＶ相談証明書を発行し、同伴する子どもの保育園等の入園
のための支援を行います。また、保育園等に加害者の追及がある場合には、対応についての助言を行います。

施設等退所後に居住する自治体等
への情報提供

一時保護施設退所後の継続的な自立支援の一つとして、ＤＶ被害者とその子どもの状況に応じて、居住する自治体等に情報
提供を行います。

学校関係部署との連携
教育委員会と連携し、ＤＶ被害者の子どもの転校における支援を行います。また、学校に加害者の追及がある場合には、対
応についての助言を行います。

子どもの心のケア・発達支援のた
めの関係部署・関係機関との連携

ＤＶ被害者の子どもの心のケアおよび健やかな発達を支援するため、必要に応じて関係部署や児童相談所と連携を図りま
す。

生活再建に必要なＤＶ相談証明書
の発行

住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受給者変更、保険の離脱・加入等のため、必要なＤＶ相談証明書を発行します。

就労支援に関するセミナー等の実
施

 基本目標Ⅲ　実効性のある自立支援の充実

 取組の方向７　被害者の生活再建支援

 取組の方向８　子どもに関する支援

就労支援に関するセミナー等を実施します。また、千葉県が実施する講座やハローワークを活用できるよう就労支援に関す
る情報提供も行います。
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事業名 事業概要№

24

25

26

27

28
[重点]
ＤＶと児童虐待の関連に関する認
知度を高めるための協働・連携

イベントや講座など、児童虐待関係部署と協働・連携した取組を行います。ＤＶに関する情報を掲載したチラシ等を配布
し、ＤＶと児童虐待は密接に関わりがあることを広く市民へ周知します。

個別ケース検討会議の実施 ＤＶ被害者支援のための情報の共有及び関係機関・関係部署との個別ケースの相互連携を目的とした会議を開催します。

 取組の方向９　関係機関・関係部署との連携

支援団体との連携 ＤＶ被害者の支援のための活動をしている団体と連携し、ＤＶ防止の啓発活動やＤＶ被害者支援のための事業を行います。

[重点]
家庭等における暴力等対策ネット
ワーク会議の実施

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待等の家庭における様々な暴力に対応するため、関係機関で構成されるネット
ワーク会議の代表者会議を適宜開催し、情報の共有化を図ることで組織間の連携を強化します。

ＤＶ被害者の保護及び支援に関す
る会議の実施

ＤＶ被害者支援のため、関係機関・関係部署との個別ケースの支援方針の確立、支援の経過報告及びその評価を行い、新た
な情報を共有することを目的とした会議を適宜開催します。

 基本目標Ⅳ　ＤＶ根絶の推進体制
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■基本目標ごとのまとめ

（基本目標ごとに設定した成果指標について）

※市川市ｅ－モニター制度によるアンケート結果を成果指標としています。第5次DV防止実施計画より成果指標を変更しました。

結果(上段)/目標値(下段) 対前年度上昇率 結果(上段)/目標値(下段) 対前年度上昇率 結果(上段)/目標値(下段) 対前年度上昇率

93.0%

↗ ↗ ↗

76.7%

↗ ↗ ↗

30.0%

↗ ↗ ↗

80.0%

↗ ↗ ↗

基本目標 成果指標
現状値

(令和4.8月)

Ⅱ 安全で安心できる
　相談体制の充実

Ⅲ 実効性のある
　自立支援の充実

本市にDVに関する
様々な窓口があること
を知っている人の割合

73.2%

Ⅰ ＤＶを許さない
　社会づくり

ＤＶは許されないもの
だと考えている人の割
合

94.6%

本市のＤＶに関する
様々な支援について
知っている人の割合

68.4%

令和５年度 令和６年度 令和７年度

△1.7％

4.8%

△56.1%

△3.0%Ⅳ ＤＶ根絶の推進体制
本市の緊密な連携によ
る支援に期待する人の
割合

82.5%

8
































